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特定事業主行動計画とは 

 

宿毛市における特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）とは、女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推

進法」という。）及び次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）の規定

に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本視点を踏まえ、宿毛市長、宿毛市議

会議長、宿毛市選挙管理委員会、宿毛市代表監査委員、宿毛市農業委員会、宿毛市

教育委員会、宿毛市水道事業者、宿毛市下水道事業者が共同で策定する特定事業

主行動計画である。 

 

１．計画期間 

宿毛市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を、令和３

年度から令和７年度の５箇年を計画期間として取組を進めてきた。 

本計画では、令和８年度から令和１２年度の５箇年を計画期間とし、取組の実施

状況・数値目標の達成状況の点検・評価を行いながら、取組を進めていく。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた推進状況の分析と課題 

女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府

令第６１号）第２条に基づき、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査

委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局、水道企業部局において、それ

ぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情

について分析を行った。 

 

【１】採用者に占める女性の割合 

令和５年度から令和７年度の過去3年間の採用状況は次のとおりである。 

職員採用に当たっては、能力に応じた試験選考を行っており、年度によって男女比は異な

る。 

（単位：人） 

　男女の区別なく競争試験等により職員採用を実施しており、採用職員に占める女性職員の割

合は半数を超えています。今後も、優秀な人材の確保に向けて、性別にかかわらず能力や適性

を基準とした公平・公正な採用に努めてまいります。 

 各年度採用者 令和７年度 令和６年度 平成５年度

 男　性 ８ ５ ５

 女　性 １１ １０ ８

 合　計 １９ 1５ 1３



【２】平均した継続勤務年数の男女の差異（離職率の男女の差異）（全部局）　（単位：年） 

　性別による平均継続勤務年数の差はほとんど見られず、男女ともに同程度となっています。

引き続き、誰もが安心して長く働き続けられる職場環境の整備・充実に取り組むことが求めら

れます。 

 

【３】職員一人当たり各月ごとの時間外勤務時間及び時間外勤務時間上限（月 45 時間）以上の

職員数（全部局） 

（単位：時間、人） 

　令和６年度における職員一人当たりの月平均時間外勤務時間は約9.9時間であり、目標とし

て設定した 10 時間以下は概ね達成できています。月別にみると、４月や 10 月に時間外勤務

が増加する傾向があり、これは４月に発生した地震対応や 10 月に行われた選挙業務による影

響と考えられます。 

こうした状況を踏まえ、今後も職員一人当たりの月平均時間外勤務時間を10時間以下に抑

えることを目標として取り組みます。業務の繁閑に応じた計画的な勤務管理の徹底や、業務分

担の見直しを進めるとともに、長時間勤務の抑制や職員が健康で働きやすい職場環境の整備

にも努め、職員が意欲的に働き続けられる体制の実現を目指します。 

 

【４】管理的地位に占める女性職員の割合（全部局）　　　　 　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、％） 

　全部局における管理職の女性割合は15％から20％であり、目標の15％は概ね達成できて

います。今後も管理職への女性登用を推進し、研修やキャリア形成支援を強化するとともに、

 令和７年度 令和６年度 令和５年度

 男　性 １７.５ 16.８ 16.4

 女　性 17.６ 17.７ 17.1

 差　異(男性－女性) ▲0.1 ▲0.9 ▲0.7

 令和 6 年度 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月

 職員一人当た

りの時間外勤

務時間

17.3 ９．０ ７．４ ７．５ ９．５ ５．０ 15.4 ７．９ ５．９ ７．０ ７．０ 11.9

 令和７年度 令和６年度 令和５年度

 女 性 管 理 職 数 4 3 3

 全 管 理 職 数 20 20 20

 女 性 の 割 合 20.0 15.0 15.0

 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

 職員一人当たりの

時間外勤務時間

職員（年間平均）

９．２ ９．７ １０．８ １０．４ １１．６



登用機会を公平に確保し、女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備に努め、管理職に占め

る女性の割合の向上を目指します。 

 

【５】各役職段階に占める女性職員の割合（全部局）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（単位：人、％） 

※保育職を除く。 

 

令和７年度の係長相当職以上に占める女性職員の割合は 35.1％で、目標として設定した

「35％以上」は達成できており、前年度と比較しても着実に女性の登用が進んでいます。女性

職員が育児などと両立しながらキャリアを築き、活躍できる職場とするために、男女を問わず

長時間労働を見直すとともに、各種研修などによるキャリア形成支援を推進し、意欲的に働け

る職場環境の整備に努めます。 

 

【６】男女別の育休取得率（全部局） 

　女性職員の育児休業の取得率は、目標を達成しているものの、男性職員の取得率は近年増

加傾向にありますが、目標である８５％以上には達しておりません。今後も、育児に参加しやす

い職場環境づくりや、管理職による取得促進の働きかけを強化し、さらなる取得率の向上を図

ります。 

 

【７】男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率（全部局） 

　休暇取得率は、過去３年間いずれも１００％となっており、目標を達成しております。引き続き、

男性職員が育児に積極的に参加できるよう、休暇取得の促進と職場内の理解促進に努めてま

いります。 

 

 

 

 令和７年度 令和６年度 令和５年度

 係長相当職以上 

の 女 性 職 員 数
３８ ３６ ３５

 係長相当職以上 

の職員数（全体）
108 １０６ １０７

 女 性 の 割 合 ３５．１ ３３．９ ３２．７

 令和６年度 令和５年度 令和４年度

 女性職員 １００．０％ １００．０％ １００．０％

 男性職員 ５０．０％ ３３．３％ ０％

 令和６年度 令和５年度 令和４年度

 男性職員の取得率 １００．０％ １００．０％ １００．０％



【８】年次有給休暇の取得日数の状況（令和６年１月１日～令和６年12月31日）（全部局） 

年次有給休暇の職員一人当たりの取得日数は、概ね１０日以上を確保しており、取得促進の

取組の効果が表れております。今後も、計画的な休暇取得を推進し、職員の心身の健康保持と

職場環境の改善に努めます。 

 

 

３-Ⅰ．女性職員の活躍の推進に向けた目標 

これまでの分析と課題を踏まえて、女性職員の活躍を推進するため、本計画期

間では、次のとおり目標を設定する。 

なお、この目標は、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事

務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局、水道企業部局、下水道企業部局の全

部局における共通した目標として位置付ける。 

 

（１） 職員の育児休業取得率　女性１００％　　男性８５％以上（２週間以上の取得） 

① 育児休業等の取得の促進 

所属長は、親となる職員の育児休業等の予定を事前に把握し、育児休業等を予定していな

い職員については取得を促す。 

② 育児休業取得時の代替要員の確保 

職員が育児休業に入る際には、所属長は、職員が安心して休業できるよう職場内の仕事の

分担の見直しを行うとともに、会計年度任用職員の採用により代替要員の確保に努める。  

③ 育児休業を取得した場合の職員の円滑な職場復帰の支援 

育児休業中の職員に対し、休業期間中の職場や業務の状況について情報提供を行う。 

 

（２） 男性職員の「配偶者出産休暇」の取得率　１００％ 

男性職員の育児参加を促進し、妻が出産する場合の特別休暇、育児参加のための特別休暇

及び年次休暇の取得の促進を図るため、所属長は、親となる職員に休暇の取得を促すととも

に、取得しやすい職場の環境づくりに努める。 

 

（３） 職員一人当たりの月平均時間外勤務時間数　１０時間以下 

① 超過勤務縮減のための意識啓発等 

職場における常態的な超過勤務は、子育てをする職員の負担となることから、所属長は、職

員の超過勤務の状況等を的確に把握した上で、個々の職員に対し指導するなど、超過勤務の

できる限りの縮減に努める。 

 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

 年次有給休暇 

平均取得日数
12.6 日 １２．４日 ７．９日 ９．３日



② 業務の見直し 

新規業務が生じる中で、超過勤務を縮減するために、既存業務について合理化等の見直し

を行い、事務の簡素化・合理化を推進する。 

③ 職場の環境整備  

所属長は、率先して早期退庁するとともに、勤務時間外における会議・打合せを自粛するな

ど、職員が早期退庁しやすい環境づくりに努める。 

（４） 職員一人当たりの年次有給休暇取得日数　１０日以上 

所属長は、業務配分の見直し、職場内における応援体制の確立、自ら率先した休暇の取得等、

職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努め、個々の職員の年次休暇等取得状況を定期的に

把握し、取得日数の少ない職員については休暇の取得を促す。  

① 休暇取得促進 

子どもの学校行事等（入学式、卒業式、授業参観、文化祭、運動会、PTA 活動など）への参

加や家族の記念日等（家族の誕生日、結婚記念日など）における休暇の計画取得などにより、

年次休暇の取得促進を図る。  

② 連続休暇の取得の促進  

ゴールデンウィーク期間や夏期休暇期間の前後における休暇の取得、月曜日・金曜日と休日

を組み合わせた休暇の取得などにより、連続休暇の取得促進を図る。 

 

（５） 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を　２５％以上 

管理職を除く係長相当職以上の女性職員の割合を　３５％以上 

① 積極的な研修への派遣  

キャリア形成支援のため、女性職員のみの研修や外部研修（自治大学校、市町村アカデミー

等）への派遣に努める。 

② 幅広い職場への人事配置の一層の推進 

 女性職員の個人の能力、適性等に応じた配置を行うことともに、多様なポストに積極的に配

置する。 

③ 人材プールの確保 

係長・課長補佐・課長の各役職段階における人材プールの確保を念頭に置いた人材育成に

努める。 

 

（６）　　ハラスメント防止策の整備 

　年齢、性別を問わず多様な職員が活躍できる職場環境を実現するために、セクシュアルハラ

スメントやパワーハラスメントを含むあらゆるハラスメントの防止に関して適切な対策を講ず

るため、相談窓口の設置やハラスメント防止研修を実施し、誰もが働きやすい職場環境の整備

に努める。 

 



 

３-Ⅱ．その他の次世代育成支援対策に関する事項 

地域社会の中で、子ども達の豊かな人間性を育むための次世代育成支援対策に

ついて、以下の取組みを積極的に推進する。 

 

 

（１）　子育てバリアフリーの促進 

子ども連れの来庁者に配慮したトイレやベビーベッド等の設置に努めるとともに、親切な応

接対応など、ソフト面においてもバリアフリーの取組を推進する。 

 

（２）　子ども・子育てに関する地域貢献活動 

子どもが参加するスポーツ・文化活動など地域に貢献する子育て支援活動への職員の積極

的な参加を支援する。 

 

（３）　子どもと触れ合う機会の充実 

 子どもたちの社会見学としての市役所訪問等を歓迎し、小中学生の理解を深めることに協

力する。 


